
　
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け
が
、

2
月
18
日
㈪
〜
3
月
15
日
㈮
に
行
わ
れ

ま
す
。
申
告
会
場
は
3
月
に
な
る
と
大

変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告

　
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け
が
、

土
・
日
曜
日
を
除
く
2
月
18
日
㈪
〜
3

月
15
日
㈮
に
行
わ
れ
ま
す（
2
月
24
日

㈰
・
3
月
3
日
㈰
は
受
け
付
け
ま
す
）。

　
成
田
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
の
特

設
会
場
を
3
月
15
日
㈮
ま
で
イ
オ
ン

モ
ー
ル
成
田
2
階
の
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
に

開
設
し
て
い
ま
す
。

　
受
付
時
間
は
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

で
す
。
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
受
け
付

け
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　
期
間
中
、
成
田
税
務
署
内
で
は
確
定

申
告
書
の
作
成
の
受
け
付
け
は
行
い
ま

せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
が
不
要
な
年
金
所
得
者
も

　
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計

が
4
0
0
万
円
以
下
で
、
そ
れ
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

（
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確

定
申
告
書
の
提
出
は
で
き
ま
す
）。ま
た
、

こ
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
市
・

県
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
な
ど
の
提
出
・
納
期
限

○
所
得
税
・
贈
与
税
…
3
月
15
日
㈮

○
個
人
消
費
税
…
4
月
1
日
㈪

市
・
県
民
税
の
申
告

　
市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
2
月
18
日

㈪
か
ら
受
付
会
場
が
市
役
所
6
階
中
会

議
室
に
な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
市
内
各

地（
上
表
）で
受
け
付
け
ま
す
。

　
会
場
で
は
所
得
税
の
確
定
申
告
も
受

け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
イ

オ
ン
モ
ー
ル
成
田
内
の
特
設
会
場
で
確

定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
・
配
当

所
得
な
ど
が
あ
る
人

○
山
林
所
得
・
退
職
所
得
が
あ
る
人

○
営
業
や
農
業
な
ど
の
事
業
収
入
・
不

動
産
収
入
が
5
0
0
万
円
以
上
の
人

○
青
色
申
告
を
す
る
人

○
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

○
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人

○
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め
て

受
け
る
人

○
準
確
定
申
告（
納
税
者
が
出
国
・
死

亡
し
た
場
合
の
申
告
）を
す
る
人

　
農
業
所
得
や
営
業
所
得
の
あ
る
人
は
、

収
支
内
訳
書
を
必
ず
作
成
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
昨
年
の
収
支
内
訳
書（
控

え
）が
あ
る
人
は
併
せ
て
持
っ
て
き
て

く
だ
さ
い
。

e
‐
T
a
x
で
確
定
申
告

　
e
‐
T
a
x
を
利
用
し
て
、
確
定
申

告
書
の
作
成
・
提
出
が
で
き
ま
す
。

最
高
3
、
0
0
0
円
の
税
額
控
除

　
平
成
24
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

を
e
‐
T
a
x
を
利
用
し
て
期
限
内

に
行
う
と
、
所
得
税
額
か
ら
最
高
3
、

0
0
0
円
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
控
除
は
1
回
し
か
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

添
付
書
類
の
提
出
を
省
略

　
e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

確
定
申
告
の
添
付
書
類
の
提
出
・
提
示

を
省
略
で
き
ま
す（
申
告
期
限
か
ら
5

年
間
、
税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出
・
提

示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

還
付
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に

　
e
‐
T
a
x
で
申
告
さ
れ
た
還
付
申

告
は
、
処
理
期
間
が
3
週
間
程
度
に
短

縮
さ
れ
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申
告
書
を
作
成

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.nta.

go.jp

）の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
作
成
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

し
た
も
の
を
提
出
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）ま
た
は
市
民
税
課（
☎

20
‐
1
5
1
3
）へ
。

早
め
の
準
備
で
期
限
内
に

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
・
県
民
税
の
申
告

①固定資産税（第4期）
②国民健康保険税（第8期）
③後期高齢者医療保険料（第8期）
④介護保険料（第8期）

今 月 の 納 税
納期内の納付にご協力をお願いします

※ くわしくは①資産税課（☎20-1514）、②③保険年金
課（☎20-1526）、④介護保険課（☎20-1545）へ。

納期…2月16日㈯～28日㈭

所得税と市・県民税の申告受付会場
　混雑の状況によっては、時間内でも受け付けを終了す
ることがありますのでご了承ください。下総・大栄支所
での申告は大変混雑しますので、支所以外での申告にご
協力をお願いします。

会場 受付日時

市役所6階中会議室
2月18日㈪～3月15日㈮（土・日曜日を除く。
ただし、2月24日㈰・3月3日㈰は受け付け
ます）午前9時～正午、午後1時～5時

下総支所2階会議室 2月22日㈮・24日㈰・25日㈪、3月11日㈪ 午前9時～正午、午後1時～5時

大栄支所2階会議室 3月1日㈮・3日㈰・4日㈪・12日㈫ 午前9時～正午、午後1時～5時
公津公民館 2月20日㈬ 午前9時～正午、午後1時～3時
保健福祉館 2月21日㈭ 午前9時～正午、午後1時～3時
三里塚コミュニティ
センター 2月27日㈬ 午前9時～正午、午後1時～3時

八生公民館 2月28日㈭ 午前9時～正午、午後1時～3時
豊住公民館 3月6日㈬ 午前9時～正午
中郷公民館 3月7日㈭ 午前9時～正午
久住公民館 3月8日㈮ 午前9時～正午
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○
歩
道
…
幅
1
メ
ー
ト
ル
以
内
、
高
さ

2
・
5
メ
ー
ト
ル
以
上

　
日
よ
け
を
設
置
し
、
道
路
を
占
用
す

る
場
合
に
は
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、

道
路
管
理
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
5 

1
）へ
。

自
宅
前
の
除
雪
に
ご
協
力
を

雪
の
季
節

　
雪
道
で
は
歩
行
者
の
転
倒
や
車
両
の

ス
リ
ッ
プ
事
故
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
市
で
は
、
雪
が
降
っ
て
い
る
と
き
、

バ
ス
通
り
な
ど
の
幹
線
道
路
と
通
学
路

か
ら
除
雪
作
業
を
進
め
ま
す
の
で
、
集

落
や
住
宅
地
内
の
除
雪
に
は
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
雪
が
や
ん
だ
ら
自
宅
前
の

除
雪
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
5
1
）へ
。

聞
き
取
れ
な
い
と
き
は

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
へ

防
災
行
政
無
線

　
市
で
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の

避
難
に
関
す
る
情
報
な
ど
の
ほ
か
、
緊

急
を
要
す
る
行
政
情
報
を
防
災
行
政
無

線
で
放
送
し
て
い
ま
す
。
放
送
が
聞
き

取
れ
な
か
っ
た
り
、
聞
き
逃
し
た
り
し

た
場
合
は
、
防
災
無
線
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ

ド
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

電
話
番
号
＝
1
0
1
2
0
‐
3
8
3
8 

9 

8

※
く
わ
し
く
は
危
機
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
2
3
）へ
。

環
境
を
守
る
た
め
に

適
正
な
処
理
を

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

　
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協

議
会
で
は
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め
に
、

地
区
ご
と
に
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
回
収
・
処
理
を
希
望
す
る
人
は
、
事

前
に
同
協
議
会
へ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
農
業
用
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル

ム
、
農
業
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル

ム
、
肥
料
袋
、
培
土
袋

　
育
苗
箱
・
保
温
マ
ッ
ト
・
あ
ぜ
シ
ー

ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
は
対
象
外
で

す
。
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
な
ど
で
処

理
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1 

5

　
4 

1
）、
下
総
支
所
農
産
土
木
課（
☎

96
‐
1
1
1
2
）、
大
栄
支
所
農
産

土
木
課（
☎
73
‐
8
0
6
3
）へ
。

路
面
の
凍
結
に
気
を
付
け
て

ス
リ
ッ
プ
事
故

　
冬
は
路
面
の
凍
結
や
積
雪
に
よ
る
ス

リ
ッ
プ
事
故
が
多
く
発
生
し
ま
す
。

　
夜
間
や
早
朝
は
、
雪
や
雨
水
が
凍
結

し
て
滑
り
や
す
く
、
特
に
橋
の
上
や
坂

道
、
交
差
点
、
カ
ー
ブ
、
ト
ン
ネ
ル
の

出
入
口
付
近
は
注
意
が
必
要
で
す
。
凍

結
し
た
路
面
で
は
、
急
加
速
、
急
ブ

レ
ー
キ
、
急
ハ
ン
ド
ル
な
ど
の
操
作
は

ス
リ
ッ
プ
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　
運
転
す
る
と
き
は
必
ず
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
を
締
め
て
、
車
間
距
離
を
十
分
に
取

り
、
安
全
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

道
路
上
空
に

は
み
出
す
場
合
の
制
限

日
よ
け
の
設
置

　
日
よ
け
を
道
路
上
空
に
は
み
出
し
て

設
置
す
る
場
合
は
、
道
路
境
界
か
ら
の

幅
と
路
面
か
ら
の
高
さ
の
制
限
が
あ
り

ま
す
。

○
車
道
…
幅
1
メ
ー
ト
ル
以
内
、
高
さ

4
・
5
メ
ー
ト
ル
以
上

1月16日～31日
市長日誌
16日 印旛地域保健医療協議会成田商工会議所新春賀詞交歓会

18日 成田国際空港周辺農産物輸出協議
会海外輸出環境調査視察（～20日）

23日 新春交通安全祈願式
24日 人権教室＆こども茶論2013in滑河小

27日 遠山地区体育協会設立30周年記念式典
28日 八富成田斎場管理運営連絡協議会

30日
印旛郡市広域市町村圏事務組
合正副管理者会議
まちづくり茶論

31日 千葉県市長会定例会・職員表彰式

※くわしくは環境対策課（☎20-1532）へ。

市内の放射線量測定結果 単位：マイクロシーベルト／時

施設名 測定日 測定の高さ1m 測定の高さ0.5m 測定の高さ0.05m
小中学校（40カ所） 1月9日～2月1日 0.05～0.13 0.05～0.13 0.05～0.13
保育園・幼稚園・認可外
保育施設（35カ所） 1月9日～2月1日 0.05～0.12 0.05～0.12 0.05～0.11

保育園・幼稚園・認可外保育施設
（35カ所）の砂場・ブランコなど 1月9日～2月1日 － 0.06～0.15 0.06～0.23

体育施設（42カ所） 1月4日 ～29日 0.04～0.15 0.04～0.16 0.04～0.16
公園（141カ所） 1月7日～31日 0.04～0.13 0.04～0.13 0.04～0.15
子どもの遊び場（44カ所） 1月4日～30日 0.06～0.15 0.06～0.16 0.05～0.18

市役所（花崎町）
1月21日 0.10 0.10 0.13
1月29日 0.10 0.12 0.12
2月4日 0.10 0.11 0.10

下総支所（猿山）
1月21日 0.11 0.12 0.12
1月29日 0.12 0.13 0.13
2月4日 0.11 0.11 0.12

大栄支所（松子）
1月21日 0.09 0.09 0.09
1月29日 0.08 0.09 0.09
2月4日 0.09 0.09 0.09

大清水大気測定局
（遠山中敷地内）

1月21日 0.10 0.10 0.12
1月29日 0.09 0.09 0.08
2月4日 0.10 0.10 0.10

幡谷大気測定局
（久住体育館隣り）

1月21日 0.11 0.11 0.12
1月29日 0.11 0.10 0.11
2月4日 0.11 0.10 0.11

30
周
年
を
祝
っ
て
あ
い
さ
つ

（
27
日
）

7 広報なりた 2013.2.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2013.2.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



　
平
成
25
年
度
か
ら
の
国
民
健
康
保
険

税
の
税
率
変
更
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

や
改
正
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
の
経
済
的
な
負
担
を

少
な
く
す
る
た
め
に
、
加
入
者
が
国
保

税
を
出
し
合
い
、
お
互
い
に
助
け
合
う

制
度
で
す
。

　
国
保
制
度
は
、
加
入
者
が
納
め
る
国

保
税
と
、
国
・
県
か
ら
の
支
出
金
で
運

営
さ
れ
、
国
保
税
収
入
は
重
要
な
財
源

で
す
。
国
保
税
は
、
基
礎
課
税
分
、
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付
金
分

（
40
〜
64
歳
の
人
の
み
対
象
）に
分
か
れ
、

そ
れ
ら
の
合
計
額
が
世
帯
主
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

県
内
一
低
い
課
税
額

　
本
市
の
国
保
税
は
、
県
内
の
市
の
中

で
極
め
て
低
い
税
率
を
維
持
し
て
き
ま

し
た
。
平
成
23
年
度
の
国
保
税
課
税
額

は
、
1
世
帯
当
た
り
13
万
3
、
9
1
8

円（
県
内
市
平
均
17
万
2
、
9
5
2
円
）、

1
人
当
た
り
7
万
3
、
6
2
4
円（
同

9
万
5
、
1
4
8
円
）で
、
県
内
で
は

最
も
低
い
額
で
し
た
。

厳
し
い
財
政
状
況

　
国
保
加
入
者
の
高
齢
化
の
進
展
、
医

療
技
術
の
高
度
化
な
ど
に
よ
り
、
医
療

費
は
増
加
し
続
け
て
い
ま
す
。
医
療
費

の
増
加
で
国
保
か
ら
の
給
付（
保
険
給

付
費
）は
膨
ら
み
、
厳
し
い
財
政
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
で
き
る
限
り
国
保
加
入
者
の

負
担
を
抑
制
す
る
た
め
、
市
の
一
般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
で
財
源
不
足
を
補

て
ん
し
て
対
応
し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
繰
入
金
は
、
平
成
20
年
度

に
10
億
円
を
超
え
、
平
成
23
年
度
に
は

約
12
億
円
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
平

成
25
年
度
の
推
計
で
は
繰
入
金
が
16
億

円
程
度
に
な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

　
一
般
会
計
は
市
税
を
主
な
財
源
と
し

て
い
る
た
め
、
繰
入
額
を
増
や
し
続
け

る
こ
と
は
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
人

へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
す
。

世
帯
平
均
1
万
円
の
引
き
上
げ

　
市
で
は
、
国
保
事
業
を
健
全
か
つ
安

定
的
に
運
営
す
る
た
め
、
平
成
25
年
度

か
ら
国
保
税
の
税
率
を
改
正
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
税
率
改
正
で
は
繰
入
金
の
大

幅
な
削
減
に
よ
る
国
保
加
入
世
帯
の
急

激
な
負
担
の
増
加
を
避
け
る
た
め
、
国

保
税
の
課
税
額
で
2
億
円
の
引
き
上
げ

と
し
ま
し
た
。
こ
の
金
額
は
世
帯
平
均

1
万
円
の
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
が
、

実
際
の
各
世
帯
の
影
響
額
に
つ
い
て
は

加
入
者
数
・
年
齢
構
成
・
所
得
金
額
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
税
率
改
正
後
も
、
加
入
者
の
負
担
水

準
が
低
く
維
持
で
き
る
よ
う
に
努
め
て

い
き
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

医
療
費
が
増
加

　
医
療
費
の
う
ち
、
保
険
者（
市
な
ど
）

が
負
担
す
る
保
険
給
付
費
は
、
平
成
23

年
度
に
79
億
6
、
9
0
0
万
円
と
な
り
、

前
年
度
に
比
べ
て
3
億
5
、
2
0
0
万

円（
4
・
6
パ
ー
セ
ン
ト
）も
増
加
し
ま

し
た
。
今
後
も
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
の
支
援
金
や
介
護
納
付
金
と
合
わ
せ
、

国
保
事
業
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
で

医
療
費
を
節
約

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
の

特
許
期
間
を
過
ぎ
た
後
に
、
新
薬
と
同

じ
有
効
成
分
で
作
ら
れ
た
薬
で
す
。
価

格
は
新
薬
の
2
〜
7
割
程
度
で
、
個
人

の
窓
口
負
担
を
減
ら
す
だ
け
で
な
く
、

国
保
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
負
担

軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
た

い
場
合
に
は
、
医
師
や
薬
剤
師
な
ど
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

平
成
25
年
度
か
ら
税
率
が
変
更

国
民
健
康
保
険
税

区分 改正前 改正後 課税限度額
（改正なし）

基礎課税分
(医療給付費分）

所得割率＊1 5.40% 5.72%

50万円均等割額＊2 1万6,000円 1万7,500円

平等割額＊3 1万3,000円 1万4,000円

後期高齢者
支援金分

所得割率 1.30% 1.43%
13万円

均等割額 4,000円 5,000円

介護納付金
分

所得割率 1.40% 1.54%
10万円

均等割額 1万3,000円 1万4,000円

合計

所得割率 8.10% 8.69%

73万円均等割額 3万3,000円 3万6,500円

平等割額 1万3,000円 1万4,000円

国民健康保険税の税率改正

＊1　所得割率…所得に対する税率
＊2　均等割額…1人当たりの金額
＊3　平等割額…1世帯当たりの金額

（万円）

（年度）

1人当たりの医療費

23

24

25

26

27

28

平成20 平成21 平成22 平成23

244,389 246,463

261,327
269,513

加入者1人当たりの医療費は平成20～23年度の3年間で約2
万5,000円増加しました。この傾向は今後も続くと考えられます。
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